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【１】介護報酬改定について【共通】 

１ 令和８年度介護報酬改定について 

〇 令和８年度介護報酬改定の概要 

  介護分野の職員の賃金については、これまで改善が図られてきたものの、他産業と比べ

てまだ差があり、人材不足が厳しい状況となっています。今回は他職業と遜色のない処遇

改善に向けて人材流出を防ぐ目的のため賃上げ職場改善の支援を行うという趣旨のもと、

３年に１回の介護報酬改定を待たずに行うものです。以下の内容が令和８年度で改定とな

ります。 

（１） 介護職員等の処遇改善 

（２） 食費・居住費の介護保険負担限度額の基準費用額 

 

＜参考＞令和８年度介護報酬決定に関する審議報告

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001618476.pdf 

＜参考＞令和８年度介護報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001647819.pdf 

 

〇 処遇改善において改訂になる内容 

（１）介護職員処遇改善加算の拡充 

従来の対象者は主に「介護職員」中心でしたが、令和８年６月１日からは「介護サ

ービスに従事する職員」に拡充されます。訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅

介護支援事業所に関しては新設となります。 

 

（２）処遇改善加算を算定するための要件 

事業所の取組内容に応じた特例要件が設けられる点が大きな特徴です。新たに対象

となる訪問介護、訪問リハ、居宅介護支援事業所に関しては令和８年度からの特例要

件を満たすことが必要になります。 

・定期巡回、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 

ケアプランデータ連携システムの加入及び利用 

ケアプランデータ連携システムの加入及び利用の誓約 

    ・小規模多機能型居宅介護 

ケアプランデータ連携システムの加入及び利用 

ケアプランデータ連携システムの加入及び利用の誓約 

または 

生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定 

生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定の誓約 

・グループホーム 

生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定 

生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定の誓約 

・居宅介護支援事業所 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001618476.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001647819.pdf
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ケアプランデータ連携システムの加入及び利用 

ケアプランデータ連携システムの加入及び利用の誓約 

 または 

 処遇改善加算Ⅳに準ずる要件の算定 

 または 

 社会福祉連携推進法人への所属 

各種加算の算定においては、各事業所において算定要件を確認の上、算定できるのか

を検討のうえ提出をお願いいたします。 

 

＜参考＞令和８年度（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001610197.pdf 

  https://www.mhlw.go.jp/content/001631369.pdf 

生産性向上推進体制加算（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001280909.pdf 

 

（３） 介護給付費算定に係る体制届出及び処遇改善計画書の提出期限と提出先について 

・必要書類一式はいずれも市に提出してください。 

・体制届出の提出期限について 

令和８年４月１日。ただし処遇改善計画書の届出期日が４月１５日なことを踏まえ４月１５

日としても差し支えありません。６月から算定する場合は６月１５日としても差し支えあり

ません。 

・処遇改善計画書等の提出期限について 

   同法人内他事業所で算定済み→令和８年４月１５日 

   新規算定→令和８年６月１５日 

    

＜参考＞令和８年度（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/001654190.pdf 

 

〇 介護保険負担限度額の基準費用額において改定になる内容 

基準費用額は介護保険施設における食事の提供や居住等における費用の状況が大きく変化したと

きに改定となります。具体的な金額の変更については下記「令和８年度介護報酬改定について」令

和８年度「わたしたちの介護保険」パンフレット該当箇所をご確認ください。 

   

＜参考＞令和８年度介護報酬決定に関する審議報告

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001618476.pdf 

＜参考＞令和８年度介護報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001647819.pdf 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001610197.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001631369.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001280909.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001654190.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001618476.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001647819.pdf
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２ 令和７年度から義務化された内容 

「書面掲示」の見直し  

  原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表 

  →全サービスについて、運営基準上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等（※）については、

原則として事業所内での「書面掲示」を求めているが、「書面掲示」に加え、インターネット上で

情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイ

ト（法人のホームぺージ又は情報公表システム上）に掲載・公表しなければならないこととする。 

   ※事業所の運営規程の概要等の重要事項、居室及び食堂の広さ、届出事項、特別な食事の提供に

係る情報（内容及び料金等） 

 

 

３ 令和９年度から義務化される内容 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委

員会の設置の義務付け（令和９年４月１日施行※令和９年３月３１日まで努力義務） 

  生産性向上委員会の設置が義務化 

  →入所・泊まり・居住系の介護サービス事業者を対象に、介護現場における生産性の向上に資する

取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会の設置が義務付けられた。 

 

なお、生産性向上推進体制加算の算定状況により、委員会の内容が異なるので、注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （厚生労働書 HP「令和６年度介護報酬改定 生産性向上推進体制加算について（説明資料）」より引用） 
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【２】特例給付について（事前申請） 

 

1 要支援、要介護 1（軽度者）に係わる福祉用具貸与について 

 

（１）保険給付対象外品目 

・要支援１・２、要介護１：車椅子（付属品を含む）、特殊寝台（付属品を含む）、 

床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト 

・要支援１・２、要介護１・２・３：自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引するも

のは除く） 

（２）例外的に福祉用具貸与を利用できる場合 

  ①認定調査票の基本情報より厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合（別表参照） 

【届出に必要な書類】 

・福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与）届出書 

・居宅サービス計画（１）（２）または介護予防サービス・支援計画表） 

・サービス担当者会議の要点  

・介護認定審査会資料のコピー（該当項目をマーカーしてください） 

②①に該当しないが例外的貸与基準の該当性について医師の医学的所見に基づき判断 

され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が 

特に必要と判断されている場合  

【届出に必要な書類】 

・福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与）届出書 

・居宅サービス計画（１）（２）または介護予防サービス・支援計画表） 

・サービス担当者会議の要点 

・医師の意見  

※ 医師の意見は、医学的所見に基づきどのような理由でどの福祉用具の利用が必要な  

のかが明確に記載されていること。 

※ サービス担当者会議の要点については、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談

員のほか軽度者の状態像について適切な助言ができる者が参加し、その必要性、妥

当性が話し合われ記載されていること。 

 

２ 短期入所生活（療養）介護長期利用について 

 

・介護認定有効期間の半数を超える月のおおよそ１ヶ月前までに市への届出が必要 

・原則として施設入所の申し込みを行うこと。 

・短期入所生活（療養）介護を長期で利用することは、例外給付に当たることを利用者

及び家族へ説明すること。 

【届出に必要な書類】 

・短期入所生活（療養）介護長期利用の届出書 

・基本情報 
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・アセスメントシート 

・居宅サービス計画書（１）（２）（３） 

・サービス担当者会議の要点  

短期入所生活（療養）介護の長期利用について検討した内容のもの（直近分） 

・支援経過記録  

短期入所生活（療養）介護長期利用開始の経緯が分かるところから 

 更新時は、前回提出した後の分から 

 

※利用者の身体状況、精神状態、生活環境、家族関係（介護力）等について届出書に 

記載すること 

 

３ 同居家族がいる場合の生活援助について 

 

同居家族の状況が下記に該当する場合において認められます 

・障がい・疾病・要介護認定者・日中独居・その他 

【届出に必要な書類】  

・同居家族がいる場合の生活援助算定確認シート 

・基本情報 

・アセスメントシート 

・居宅サービス計画書（１）（２）（３）または介護予防サービス・支援計画表 

・サービス担当者会議の要点 

 生活援助について検討した内容のもの（直近分） 

・支援経過記録  

サービス導入前６か月分を目安 

更新時は前回提出した後の分から 

 

   ※同居家族が要介護認定者で共有の支援（共有部分の清掃、二人分の食事準備、 

二人分の洗濯等）を行う場合は、要介護認定者全員分の届け出が必要です。 

 

４ 院内介助について 

 

  院内介助チェックリストにて確認し、その必要性を明確にして申請してください 

  ・医療機関の院内介助の体制の有無 

  ・精神、身体状況（介助や見守りが必要か） 

  ・家族等の援助があるか 

 【届出に必要な書類】 

・ 院内介助チェックリスト 

・ 基本情報 

・ アセスメントシート 

・ 居宅サービス計画書（１）（２）（３）または介護予防サービス・支援計画表 
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・サービス担当者会議の要点  

院内介助の必要性について検討したもの 

・ 支援経過記録  

   

  ※各種届出書類につきましては、ホームページからダウンロードしてください。 

 

５ がん末期等の方に対する速やかな介護サービスの提供について 

  新規申請、区分変更申請を行った後、認定結果が出る前に暫定プランによる介護サービス

の利用が可能です。 

・ 医師の医学的所見（主治医意見書や医師の診断書等）に基づき判断 

・ サービス担当者会議等でサービスの介入の必要性が検討されている。 
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〈別表〉 

『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算

定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について』より 

「９福祉用具貸与費 (２)要介護１の者等に係る指定福祉用具貸与費」 

<表> 

対象外種目 
厚生労働大臣が定める者 

（第 95号告示第 25号のイ） 
基本調査の結果 

ア 車いす及び

車いす付属

品 

次のいずれかに該当する者  

(１)日常的に歩行が困難な者 １－７「３．できない」 

(２)日常生活範囲における移動の

支援が特に必要と認められる

者 

－ 

イ 特殊寝台及

び特殊寝台

付属品 

次のいずれかに該当する者  

(１)日常的に起きあがりが困難な者 １－４「３．できない」 

(２)日常的に寝返りが困難な者 １－３「３．できない」 

ウ 床ずれ防止

用具及び体

位変換器 

日常的に寝返りが困難な者 １－３「３．できない」 

エ 認知症老人

徘徊感知機

器 

次のいずれにも該当する者  

(１)意思の伝達、介護者への反応、

記憶・理解のいずれかに支障があ

る者 

３－１「１．意見を他者に伝達できる」以外 

３－２～７のいずれか「２．できない」 

３－８～４－１５のいずれか「１．ない」以外 

その他、主治医意見書において認知症の症状

がある旨が記載されている場合も含む。 

(２)移動において全介助を必要とし

ない者 

２－２「４．全介助」以外 

オ 移動用リフ

ト（つり具の

部分を除く） 

次のいずれかに該当する者  

(１)日常的に立ち上がりが困難な者 １－８「３．できない」 

(２)移乗が一部介助又は全介助を

必要とする者 

２－１「３．一部介助」又は「４．全介助」 

(３)生活環境において段差の解消

が必要と認められる者 
－ 

カ 自動排泄処

理装置 

次のいずれにも該当する者  

(１)排便が全介助を必要とする者 ２－６「４．全介助」 

(２)移乗が全介助を必要とする者 ２－１「４．全介助」 

◎上記『ア(２）』『オ(３）』は、該当する基本調査がないため、これまでどおりの届出書と添付書類を提出し

てください。 

◎疾病その他の原因による「状態の変化」「急性増悪」「医師禁忌」により福祉用具が必要と認められる者

についても、これまでどおりの届出書と添付書類を提出してください。 
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【３】実地指導について（共通） 

  １ 実地指導の概要 

○ 実地指導とは 

   市は、事業所の適正な運営が図れるよう「介護保険施設等の指導監督について」（国通知）及

び「那珂市介護保険サービス事業者等指導要綱」等に基づき、介護サービス事業者の事業所にお

いて、「運営指導」及び「報酬請求指導」を実施している。 

① 運営指導 

・事業の人員及設備に関する基準及び運営基準に則り運営規程が作成されているか。 

・重要事項説明書、契約書は運営規程に即した内容となっているか。 

・自己点検シートの内容の確認 

② 報酬請求指導 

・取得加算について算定要件を満たしているか。 

・加算について計画書に位置付けられているか。 

・利用サービスの具体的内容ついて計画に位置付けられているか。 

③ ケアプラン点検 

・計画の作成にあたり、適切な内容で一連の経緯をたどっているか。また、その記録や書類

が適切に残されているか。 

  ○実施回数  指定更新（６年）までに、１回以上 

   ※①、②、③において、指摘事項が多数あった事業所については、改善状況確認のため連続 

して伺う場合があります。 

   ※新規指定を受けた事業所については更新時期よりも前に実施する場合があります。 

 

  ２ 実地指導の流れと留意事項 

○ 実地指導の流れ 

  Ⅰ 市より実施通知発送（２～３か月前頃） 

    ・通知には、実地指導対象事業、日時、事前提出書類、当日準備書類が記載してある。 

  Ⅱ 事業所における事前準備（１か月前頃） 

    ・事前提出書類の作成、市へ提出 

  Ⅲ 実地指導当日 

    ・事業所の巡視、事前提出書類、当日準備書類等の確認、改善指摘事項の説明 

  Ⅳ 指導結果の通知等 

    ・「口頭指導」、「文書指導」、「監査への移行」 

  Ⅴ 実地指導後の対応 

    ・実地指導後、概ね１ヶ月程度で市から結果通知書を送付。事業所は「改善状況報告書」等

を提出（文書指導の場合） 

 ※書類の訂正や返還金の精査（介護報酬の請求誤りによる自主返還の手続き）は、適正か

つ迅速に行い、指摘された事項について、いつまでにどのような改善措置を講じるのかを

「改善状況報告書」に具体的に記載する（実地指導当日に説明が不足していた場合は、そ

の理由・経緯も併せて記載する）。 



  

11 

 

※「改善状況報告書」には改善状況が分かる書類を添付する 

※返還が生じる場合は、精査の上過誤申立書を提出する 

◆令和８年度実施予定事業所一覧  ※順不同 

居宅介護支援事業所 地域密着型サービス事業所 

那珂市包括支援センター ゆたか園 グループホーム あおいとり 

那珂市包括支援センター 青燈会 ケアセンター テンダーの杜 こうのす 

那珂市包括支援センター ナザレ園 ふくらアドバンス 

ケアプランセンター けいわ ケアプランセンターサリエ 

居宅介護支援事業所 光音 デイサービス はなさか 

 

○実地指導に係る留意事項  

・居宅介護支援事業所における管理者要件について（主任介護支援専門員） 

※令和９年３月３１日までで経過措置終了。指定居宅介護支援事業所の管理者は 

主任介護支援専門員であることが必須となる。 

   ・新たな加算の取得、加算の変更等の内容が重要事項説明書に記載のない場合は、 

重要事項説明書の変更を行い速やかに変更届を提出してください。 

 

 ３ 令和７年度実地指導における主な指摘事項 

＜共通＞ 

（１）運営指導（人員、設備、運営基準に則り運営されているか） 

    ①運営規程、重要事項説明書、契約書内容の不備 

    ・人員基準、設備基準、運営基準に即して運営規程が定められていない。 

    ・上記が変更となった際に重要事項説明書のみ変更または契約書のみ変更されており、 

運営規程が変更されていない。 

    ・自事業所の重要事項内容、契約書の内容を理解していない。 

    ・重要事項説明書内で利用料他費用についての説明が為されていない。 

    ・「事業者」「事業所」の位置づけが曖昧、または位置づけがなく、重要事項説明書、契約書

において必要な記載が為されていない。 

②個人情報使用同意書の不備 

 ・利用者本人及び家族等（後見人を含む）同意の署名がない。 

＜参考＞ 重要事項説明書及び契約書のガイドライン（茨城県）    

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/jigyosha/documents/guid

eline.pdf 

   ＜参考＞ 介護情報の共有に係る同意取得及び個人情報保護について（厚生労働省） 

   https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001063183.pdf 

   （２）報酬請求指導 

    ①算定要件を満たしていない。 

    ②適切なアセスメント、モニタリングの実施がなく計画に位置付けられていない。 

 

    

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/jigyosha/documents/guideline.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/jigyosha/documents/guideline.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001063183.pdf
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＜居宅介護支援事業所＞ 

・アセスメント内容の不備…本人、家族の意向の確認が為されていない。課題の把握ができて 

おらずサービスの必要性が曖昧 

   ・居宅サービス計画の不備…アセスメント（課題）≠目標≠サービス内容≠請求 

               …運営基準で定められている内容の記載がない。 

               …必要な内容についてサービス担当者会議で検討されていない。  

   ・居宅サービス計画において、目標設定が本人の目線となっていない。 

   ・特例給付について届出未提出 

   ・居宅サービスに計画されていないサービスの提供 

   ・適切なモニタリングが為されていない…要介護認定者月 1回以上の利用者宅を訪問し、その 

記録が残されていない。 

   ・サービス提供事業者からの介護計画の交付を受けておらず、サービスの整合性の確認を行っ

ていない。 

 

   ＜地域密着型サービス事業所＞ 

   ・各種加算の算定要件を満たしていない。 

   ・介護計画の作成日、目標期間、サービス提供期間において整合性がない。 

   ・介護計画に取得加算について位置付けられていない。 

   ・介護計画の同意がサービス提供開始後になっている。 

   ・加算の算定に関わる従業者の異動等、変更があった際の届出がされていない。 

・アセスメント、モニタリングが適切な時期に実施されていない、または記録にない。 

   ・継続して利用されているかたの過去の利用記録がない。 

   ・事業所における介護計画が、居宅サービス計画の丸写しになっている。 

   ・介護計画が個別的ではなく、漫然かつ画一的、目標とサービス内容が乖離している。 

   ・事業所の基本方針や目的等が全く考慮されていない 

   ・居宅サービス計画にないサービスの提供がある（入浴、機能訓練） 

   ・目標設定及び計画内容が利用者の視点になっていない。 

 

４ 介護給付適正化事業について 

① 住宅改修、福祉用具購入について 

利用者本人の身体状況、生活環境を把握しアセスメントを行った上で課題解決のためのサービ

スの利用に繋げてください。 

② 「介護給付を必要とする被保険者を適切に認定した上で、被保険者が真に必要とするサービス

を事業者が適切に提供できるよう促す」が給付適正化事業の考え方となります。 

介護保険は公費（税金）が使われています。公費を利用するからには、明確な根拠が必要とな

ります。「本人、家族が希望しているから」はサービス提供の根拠にはなりません。どのよう

なサービスを利用すれば、本人の望む暮らしに近付けるのかを客観的にアセスメントし、課題

を把握分析した上で適正なサービスの提供を行い、より良い介護保険の利用に繋げてくださ

い。 
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【４】 給付管理について 

 

１ サービス計画作成依頼（変更）届出書について 

サービス計画作成依頼（変更）届出書とは、利用者が居宅介護支援事業所に居宅サービス計 

画の作成を依頼したことを届け出る書類となります。下記に留意して届出書を提出し、給付管

理を行ってください。 

 

① 届出書の種類 

・居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書 

 ※「居宅サービス計画等の作成（変更）の適用年月日」を必ず記入してください。 

・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

 ※「変更年月日」を必ず記入してください。 

  ・居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書（小規模多機能型居宅介護） 

   ※「小規模多機能型居宅介護の利用開始月における居宅サービス等の利用の有無」を 

    必ず記入してください。 

② 届出書提出のタイミング 

・新規で介護サービスの利用を開始するとき。 

・居宅介護支援事業所が変更となったとき。 

・介護保険施設を退所し居宅サービスの利用を開始するとき。 

・介護認定が要介護から要支援、要支援から要介護に変更となったとき。 

・転入などにより新たに那珂市の被保険者となったとき。 

③ 届出書の提出期限について 

・利用開始日までに届け出 

 やむを得ない事情により利用開始日までに届け出ることができない場合には事前に 

 ご連絡ください。 

・該当月月末までに届け出がない場合、その月の請求はできません。 

 

２ 給付管理について 

月途中で居宅サービス計画作成事業所が変更になる場合の給付管理票とサービス計画費の 

 取り扱いについて別紙に記しますので、よくご確認の上、請求を行ってください。 
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16 
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【５】要介護認定申請等の手続きについて（共通） 

 

１ 認定調査について 

  認定調査について、新規申請・区分変更申請のかたを優先的に行っておりますが、そのほかガン

末期のかたなど早急に調査が必要な場合は随時ご連絡ください。 

  また、新規認定調査員研修は、毎年２回開催されております。例年、居宅介護支援事業所にはご

案内しておりますが、介護施設の介護支援専門員のかたも研修の対象になるため、ご協力いただけ

る事業所がございましたら、ご連絡ください。 

 

 

２ 要介護更新認定申請等を代行で行う場合について 

① 更新申請は、月初めの受付開始日が土日・祝日の場合は、直前の開庁日から書類をお預かり

することができます。また、１日付けの区分変更申請についても同様に、直前の開庁日から

書類をお預かりしておりますが、やむを得ない理由により提出が遅れる場合は、事前にご相

談ください。 

② 担当の介護支援専門員に代わって同事業所内の別のかたが代行申請する場合は、必ず本人の

身体状態の変化や、利用中のサービス内容・変更の予定等を事前にご確認ください。 

③ 日程調整の連絡先となっている本人やその家族に、連絡が繋がらないことがあります。「日程

調整のために連絡がくること」「市役所の番号ではないこと」「出られない場合は折り返しの

お電話に協力いただくこと」を事前にご説明ください。 

④ 申請中に入退院・転院等で移動がある際はご連絡ください。認定調査を行う場所が変わると、

再度、日程調整が必要になります。認定調査の委託先が変更になる場合もあるため、早めに

ご相談ください。 

⑤ 申請書に家族の連絡先が記載されていないことが多く見られます。連絡を取れる家族がいな

い場合を除いて、必ず了承を得た上でご記載ください。 

⑥ Ｗｏｒｄ等で申請書を作成する場合においても、被保険者の署名欄（申請書下部）は直筆で

ご記入ください。直筆でない場合は、併せて押印が必要です。また、コピーではなく必ず原

本をご提出ください。 

 

 

３ 区分変更申請について 

  介護支援専門員の視点から、本人の状態に変化が認められる場合や、介護サービスの検討が必要

な場合にご申請ください。認定調査や意見書の内容から、現時点で状態の変化が認められない場合

は、介護認定審査会において「却下」となる可能性があります。 

また、認定調査の際に、本人やその家族では状況の説明が十分にできないと予測される場合は、調

査の立ち合いにご協力ください。 

 

 

４ 介護サービスの暫定利用について 
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新規申請や区分変更申請中で、認定結果が出る前に暫定プランを作成し、サービスを利用する場合

は、速やかに審査会にかかれるよう調整するため、ご連絡ください。 

  また、新規申請のかたで、申し出があれば、介護保険負担割合証を認定結果が出る前に交付します

ので、ご相談ください。 

 

 

５ 認定結果及び介護保険被保険者証を窓口で受け取る場合について 

  受け取るかたの本人確認ができるもの（介護支援専門員証等）及び、受領のための委任状が必要で

す。委任状が用意できない場合は、被保険者の本人確認ができるものをご持参ください。審査会の翌

日の午後に結果を発送するため、窓口での受け取りを希望される場合は、事前にご連絡ください。 

 

 

６ 被保険者の本人確認書類について 

  要介護認定の申請時や、介護サービス計画作成依頼（変更）届出の提出時は、被保険者の本人確認

書類が必要です。顔写真付きの本人確認書類でない場合は、介護保険被保険者証・負担割合証・など

から２点ご持参ください。 

 

 

７ 要介認定等申請書の様式の変更について（令和８年４月１日から） 

  令和８年４月１日より介護情報基盤の運用が開始するにあたり、申請書の様式が変更になります。

４月１日以降に旧式の申請書で申請した場合、介護情報基盤での閲覧ができないため、申請書の差

し替えをお願いする場合があります。現在、市ホームページでは新旧様式がそれぞれ掲載されてい

るため、必ずご準備ください。 
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【６】他市町村の被保険者の利用等について（共通） 

 

１ 住所地特例の取扱い 

平成２７年４月１日から、住所地特例の被保険者も地域密着型事業所の利用ができるようになり

ました。 

以下の事業所については、那珂市への事前相談の必要はなく、利用が可能です。 

 ○小規模多機能型居宅介護事業所 

 ○認知症対応型通所介護事業所 

 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 ○地域密着型通所介護事業所（平成２８年４月１日から追加されました） 

 

  『住所地特例』とは 

   那珂市の施設に入所・入居して、施設に住所を変更した場合には、元の住所地（施設入 

所前）の市町村の介護保険被保険者になります。 

  

上記、地域密着型事業所の利用が可能な住所地特例の対象施設は、特定施設入居者生活介護の指

定を受けていない有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅などです。 

 

 ※地域密着型サービスが開始される前から利用している被保険者は、この限りではありません。 

 

 

２ 他市町村に住所を有する被保険者が利用するにあたっての事業所指定までの流れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用者（家族） 

事業所 

当該市町村 

那珂市 

当該市町村 

事業所 

茨城県 

③指定につい

ての同意依頼 

④指定につ

いて同意 ⑤指定 

⑤指定報告 

①事情を説明・相談 

②事情を説明・相談 

①利用相談 

②指定につい

て相談 

利用者 

⑥利用開始 

②利用希望書 
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３ 認知症対応型通所介護事業所の場合 

 

◎指定への同意の基準 

次の利用条件の(１)の項目に加え、(２)の項目のいずれかに該当する場合にのみ、他市町村被保

険者利用を認めることとします。ただし、指定は利用者の住所地の市町村となりますので、当該市

町村へも相談してください。なお、指定の同意はその利用者のみに限って行います。 

◎利用条件 

 （１）那珂市民の利用に支障がないこととする。 

  ①那珂市民が希望する日に利用が可能であること。 

  ②他市町村被保険者が利用する日に定員の２割以上の空きがあること。 

（２）いずれかに該当する場合に利用を認めます。 

 ①緊急に通所の必要があるにもかかわらず、満員等の理由で住所地の事業所での通所が不可能

である場合 

 ②那珂市内に親族等がおり、ひとり暮らし等介護の必要性の理由から市内の事業所に通所をさ

せる場合 

 ③認知症対応型通所介護が必要であるにもかかわらず、住所地の市町村に事業所がなく、かつ、

対応ができないと認められる場合 

 ④その他真にやむを得ない事情があると市において認めた場合 

 

 

４ 認知症対応型共同生活介護事業所の場合 

 

◎転入者の利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の規定により、那珂市へ転入後（那珂市での資格取得後）１年を経過していなければ、利

用できません。 

 

 

 

 

那珂市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指

定介護予防支援事業者の指定等に関する規則 

（サービスの提供） 

第９条 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護のサービスに係る指定

を受けた者は、法第７８条の２第７項及び第１１５条の１２第５項の規定により、当該事業

の適正な運営を確保するために、緊急その他やむを得ない場合を除き、本市において法第９

条に規定する被保険者（以下「被保険者」という。）としての資格を１年以上有していない

者に対しては、当該サービスを提供してはならない。 
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◎転入１年以内の特例と他市町村指定への同意の基準 

下記の(２)①に該当する場合は、転入後１年以内の入居を認めます。 

他市町村の被保険者が那珂市内の認知症対応型共同生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設

サービスを利用する場合で、下記の（１）又は（２）②③のいずれかに該当する場合は、他市町村

被保険者利用を認めます。ただし、指定は利用者の住所地の市町村となりますので、当該市町村へ

も相談してください。なお、指定の同意はその利用者のみに限って行います。 

※地域密着型介護老人福祉施設については、県で指定されている介護老人福祉施設利用につい

ても検討した上で対応願います。 

 

（１）緊急の場合 

  家族などからの虐待を受けている場合等で緊急に入居が必要であり、住所地の入居が困難な

場合は可能とします。（当該市町村の指定） 

（２）その他やむを得ない場合 

 ①症状の急激な変化等により入居が必要となった場合は、被保険者期間が１年未満であっても

入居を可能とします。（←転入後１年以内の入居可能条件） 

 ②独居等で徘徊や火災発生のおそれがある場合等で、住所地の入居が困難な場合は、入居を可

能とします。（当該市町村の指定） 

 ③親族（介護者等）が市内にいる場合に入所希望があったときは、施設に２名以上の空きがあ

る場合はそのうちの１名を除き入居を可能とします。（当該市町村の指定） 

 ④その他真にやむ得ない事情があると市において認めた場合は、入居を可能とします。 
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運営推進会議等及び外部評価について（地域密着型サービス事業所） 

 

１ 運営推進会議等について 

 運営推進会議等は、事業所が、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者等、市職員又は地域包括 

支援センター職員に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による

利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスをすることで、サービスの質の確保を図る

ことを目的として、事業所自ら設置すべきものです。 

 運営推進会議等の開催は厚生労働省が定める基準で義務とされており、那珂市の定める施行規則

では５年間の保存期間を設けています。適切な開催を心掛けてください。 

※参考「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」 

「那珂市指定地域密着型サービスの事業に関する基準を定める条例施行規則」 

 

（１）開催頻度 

会議名 事業所の種類 頻度 

運営推進会議 

小規模多機能型居宅介護支援事業所 

認知症対応型共同生活介護事業所 
おおむね２月に１回以上 

認知症対応型通所介護事業所 

地域密着型通所介護事業所 
おおむね６月に１回以上 

介護・医療連携推進会議 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者 おおむね６月に１回以上 

 

（２）開催方法 

原則、対面での開催です。人数の規定はないため、欠席者が出た場合でも対面で開催するように努

めてください。 

事業所内での感染症の発生等により、やむを得ず書面開催を行うことは引き続き可能としますが、

その場合は必ず事前に相談し、会議の記録をご提出ください。 

 

（３）主な報告内容 

 下記のような内容を報告し、運営推進会議等による評価を受けてください。また、要望、助言等

を聞く機会を設けなければなりません。 

 なお、運営推進会議で話し合った内容については、記録を作成し、公表しなければなりません。 

 ・利用者の状況…利用者数、介護度、年齢、認知症日常生活自立度、入退居の状況等 

         小規模多機能居宅介護支援事業所の利用者で、長期宿泊利用がある場 

合には、運営推進会議へ報告し評価を受けてください。 

  ・活動状況…レクリエーション・外出等の内容、避難訓練・予防接種の実施状況、会議・ 

        研修等の参加状況等 

  ・提供状況（定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

  ・事故・ヒヤリハット等の報告 

  ・自己評価・外部評価報告（グループホーム） 

  ・事業所自己評価を報告し意見を得る（小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応 
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型訪問介護看護）。 

  ・実地指導等の報告 

  

２ 外部評価を２年に１回とすることができる要件（認知症対応型共同生活介護のみ） 

 

 年度当初に、該当事業所を県へ報告しています。外部評価結果の提出がないと、要件に該当しない

ので、外部評価機関等から結果が届いたら速やかに市へ提出願います。 

 なお、条件に該当した事業所には、市町村からご連絡します。 

 

（参考） 

茨城県指定認知症対応型共同生活介護等の自己評価及び外部評価に関する要項（抜粋） 

平成２８年４月１日施行 

 

第２条第５項 過去に評価機関による外部評価を５年間継続して実施している事業所であって、次に掲げ

る要件を全て満たす場合には、当該事業者の外部評価の実施回数を２年に１回とすることができる。この

場合、外部評価を実施しなかった年については、「５年間継続して実施している事業所」の要件の適用に

当たっては、実施したものとみなす。  

ア 自己評価、外部評価結果（様式３）及び目標達成計画（様式４）を市町村に提出していること。  

イ 運営推進会議が、過去１年間に事業所の存する市町村の条例等で定める回数以上開催されていること。  

ウ 運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席しているこ

と。  

エ 自己評価及び外部評価結果のうち、外部評価項目の２、３、４、６の実践状況（外部評価）が適切であ

ること。  

オ ア～エを全て満たす事業所として、事業所の存する市町村が県に報告を行っていること。 

 

 

 ※イ「市町村の条例等」で定める回数以上とは、 

  「那珂市指定地域密着型サービスの事業に関する基準を定める条例施行規則」（以下、規則） 

  「那珂市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準を定める条例施行規則」（以下、

予防規則） 

○（介護予防）認知症対応型共同生活介護・・・おおむね２月に１回以上 

・規則第１２２条（規則第５６条の１６第１項準用） 

・予防規則第８２条（第３７条第１項準用） 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 

 

【７】事故報告について【共通】 

 

 事故発生時等の報告について 

 介護保険事業者における事故発生時等の報告については、平成１８年に市内介護保険事業者へ次の

とおり通知をしています。利用者の事故以外にも食中毒・感染症の集団発生又は災害によりサービス

提供に影響があった場合は報告が必要となります。 

 事故等が発生した場合は、速やかに家族へ連絡するとともに市へ報告してください。また、利用者

の死亡に至る事故など生命等に係る重大な事故等については、県にも報告してください。 

 また、事業所としての再発防止への取組について、職員間で事故の要因・原因を話し合い、今後の

具体的な対応策を記載してください。事業所へ追加報告を求めることもあります。 

 ※報告様式について、介護保険最新情報 Vol.1332「介護保険施設等における事故の報告様式等につ

いて（通知）」により、電子的な報告及び受付を想定した事故報告の様式が示されました。よって電

子メールによる提出もできますので、第１報の際などお電話でメールを送る旨を伝えてください 

 

＜参考＞https://www.mhlw.go.jp/content/001342369.pdf  

 

介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例 

第１ 目的 

介護保険法に基づく運営基準において、介護保険事業者（以下「事業者」という。）は、介護サービス

の提供により事故が発生した場合には、保険者である市町村及び家族に連絡を行うこととされており、

さらに、利用者の生命等に係る重大な事故等については、県への報告を求めているところである。 

しかし、市町村への報告がなく、その後の苦情等により事故等の発生が判明する事例が、数多く見受

けられる状況にある。 

介護サービスの提供により事故等が発生した場合は、迅速な対応を行い、事故等の速やかな解決及び

再発防止を行う必要がある。 

 

第２ 標準例 

事故等の報告の取扱いについては、以下を標準とする。 

この標準例は、事故発生時における関係機関への報告の取扱いについての指針として示すものであり、

事業者においてはこの標準例を参考としてマニュアル等を作成し、事故等の報告について万全を期され

たい。 

１ 報告すべき事故の範囲 

報告すべき事故の範囲は、原則、以下のとおりとする。 

(１) サービス提供による利用者の事故等 

ア 事故等とは、死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等サービス提供時の

事故により、医療機関で治療（事業所内での医療処置を含む）、又は入院し、新たに心身に障害

が加わるおそれや、介護保険の要介護度が現在より重度になるおそれがあるものを原則とする。

ただし、比較的軽度な擦過傷や打撲など日常生活に大きな支障がないものを除く。 

イ 事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者の自身に起因するもの及び第三者によるものを 

https://www.mhlw.go.jp/content/001342369.pdf
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含むものとする。 

ウ サービス提供には、送迎等も含むものとする。 

(２) 食中毒、感染症（結核、インフルエンザ、疥癬他）の集団発生 

(３) 従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの 

(４) その他、火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等 

 

２ 報告事項 

(１) 市町村及び県への報告は、別添の標準様式を参考にする。 

ただし、市町村で報告様式が定められている場合や、次の①の項目が明記されている書式がある場

合には、それによっても差し支えない。 

① 事故等報告書 

次に揚げる事項を記載するものとする。 

ア 事業者及び事業所等の名称、所在地及び電話番号（事業所等の責任者名、連絡先電話番号） 

イ 利用者の氏名、住所、電話番号、年齢、性別、要介護度、被保険者番号 

ウ 発生日時及び発生場所 

エ 事故の概要 

原因及び対応を時系列に記載する。 

オ 事故時の対応 

治療した医療機関名、家族への連絡状況等を記載する。 

カ 事故後の対応 

利用者や家族の現況、再発防止への取組、損害賠償等の状況を記載する。 

(２) 報告に際しては、その他必要と認める書類を添付する。 

例）事故発生場所の見取り図、サービス計画書、緊急時の連絡体制 等 

 

３ 報告手順 

事故等が発生した場合は、速やかに家族に連絡するとともに市町村に報告する。 

なお、利用者の死亡に至る事故など生命等に係る重大な事故等については、併せて茨城県福祉部長寿

福祉課にも報告する。 

また、感染症の集団発生が疑われる場合には、速やかに嘱託医・協力医療機関に相談し、当該嘱託医

等の判断のもと、当該嘱託医から管轄保健所に連絡し、併せて、市町村及び茨城県福祉部長寿福祉課に

報告する。 

(１) 第一報 

事業者は、事故等が発生した場合は、速やかに家族に連絡するとともに、市町村に報告書を提出

し、居宅介護支援事業者にも同様の報告書を提出する。 

緊急性の高いものは、電話又はファックス等により事故等発生の第一報の連絡を行い、その後速

やかに報告書を提出する。 

なお、利用者の生命等に係る重大な事故等については、茨城県福祉部長寿福祉課にも、市町村と

同様の報告書を提出する。 

（県長寿福祉課 介護保険指導・監査グループ chofuku6@pref.ibaraki.lg.jp） 

(２) 途中経過及び最終報告 
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事業者は、事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理について区

切りがついた時点で、報告書を提出する。 
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【８】その他（共通） 

１ 各種申請に係る被保険者の本人確認書類について 

  各種申請を代行で提出される際に、被保険者の本人確認を行っておりますが、本人確認書類は被

保険者証等の原本又は写しを提示するようお願いします。デジカメ等で写真を撮った際は、画像デ

ータの提示ではなく、印刷したものを提示してください。 各種届出を提出する際は身分証をお忘れ

なくお持ちください。写真のない身分証（介護保険証、負担割合証など）の場合は２種類の提示をお願いし

ます。 

 

 

２ 事業所への情報提供について 

県からの情報などを迅速に提供するため、各事業所の Eメールアドレスの登録をお願いしていま

す。登録の方法については、以下のとおりです。登録が無い場合は、引き続き FAXにて情報提供を

させていただきます。 

 

〔登録方法〕 

   介護長寿課宛、「事業所名」、「担当者名」、「情報提供依頼します。」と書き込み、 

    Eメールアドレス  kaigo-c@city.naka.lg.jp   に、送信願います。 

   市で確認後、「登録しました。」と返信します。 

 

 

３ 各種申請書等の様式について 

介護保険の手続きに必要な申請書の様式などは、那珂市ホームページに掲載しています。必要に

応じてダウンロードし、ご利用ください。 

 

 

４ 情報提供申請書の様式変更について 

    令和８年１月から地域包括支援センターより委託された居宅介護支援事業所が市役所にて直

接、要支援者の情報を受け取るという方式に変わりました。 

それに伴い申請書の「情報提供方法」欄に「写しの交付（地域包括支援センターから受託）」の項

目を設けました。要支援者の情報を受け取る際はそちらにチェックをするようにお願いいたしま

す。また「利用目的」欄が正しくチェックされていない書類が見受けられます。事業所の種類によ

ってチェックする箇所が変わってきますのでどこに該当するのか確認した上での提出をお願いいた

します。  

 

＜参考＞https://www.city.naka.lg.jp/data/doc/1544095428_doc_104_3.pdf 

 

 

 

 

https://www.city.naka.lg.jp/data/doc/1544095428_doc_104_3.pdf


  

29 
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５ グループホームの空き状況について 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の空き状況について、毎月１日現在の空床及び待

機者数を、那珂市ホームページに掲載しています。グループホーム利用の相談を受けた際に、ご活

用ください。 

 

 

６ 電子申請・届出システムについて 

令和８年４月１日から、事務負担の軽減・手続きの標準化・デジタル化の促進の観点から電子申請・

届出システムの原則利用が開始します。なお、３月末までは紙での提出も受け付けています。   

本システムでは、ご申請いただいた後に、「受付中」等の処理状況や、「受付」や不備等による「返却」

の処理が全てシステム上で確認いただけます。 

利用に必要なＧビズＩＤの作成には、審査のために時間かかるため、早めにご準備ください。なお、

那珂市ホームページにおいても、本システムに関するご案内のページを公開する予定です。 

 

（１）受付可能な申請・届出の種類 

・新規指定申請書     ・変更届出書 

・指定更新申請書     ・再開届出書 

・廃止・休止届出書    ・指定辞退届出書 

※各種添付書類は、市ＨＰよりダウンロードし、ＰＤＦ化して添付すること。   

 

（２）ＧビズＩＤの取得について 

システムの利用にはＧビズアカウント（gBizID プライム・gBizID メンバーのいずれか）が必要にな

ります。まだ取得されていない場合は、下記より作成してください。 

・ＧビズＩＤの作成について 

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

・ＧビズＩＤの運用に関するＱＡ 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/operation_gbizID_1_10.pdf 

 

（３）利用方法について 

下記よりログインしてください。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php 

 

 操作方法については、以下のマニュアルをご確認ください。 

 それでもご不明な点があった際には、市にお問い合わせください。 

・介護事業所向け操作ガイド 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/operation_guide_2_20.pdf 

・操作マニュアル（介護事業所向け）詳細版 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/manual_shinsei_2_30.pdf 

・電子申請届出システムの操作説明（動画） 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM5 

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/operation_gbizID_1_10.pdf
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/operation_guide_2_20.pdf
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/manual_shinsei_2_30.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM5
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（４） 変更届出書について（電子申請・届出システム） 

①提出する書類 

ⅰ 地域密着型サービス事業所 

ア 変更届出書（様式第３号） 

      「変更があった事項」の番号に〇を付け、「変更の内容」に、簡潔に変更前と 

変更後の内容を記載してください。 

イ 付表 

ウ 介護支援専門員一覧（参考様式１０）※変更時のみ 

エ 管理者・代表者・計画作成担当者・介護支援専門員の経歴書 ※変更時のみ 

オ 管理者及び計画作成担当者一覧※グループホームにおいて変更時のみ 

 カ その他、変更後の内容が分かるもの 

 

ⅱ 居宅介護支援事業所 

ア 変更届出書（様式第２号） 

       「変更があった事項」の番号に〇を付け、「変更の内容」に、簡潔に変更前と 

変更後の内容を記載してください。 

イ 付表１０ 

ウ 介護支援専門員一覧（参考様式１０）※変更時のみ 

エ 管理者の経歴書 ※変更時のみ 

オ 従業員一覧表（参考様式１５）※変更時のみ 

カ その他、変更後の内容がわかるもの 

 

②変更があった事項の「その他の事項」において届出が必要なケース 

〇重要事項説明書 

〇介護老人福祉施設・介護老人保健施設との連携・支援体制 

〇計画作成担当者の変更 

〇加算の算定に関わる従業者の異動（サービス提供体制強化加算などを算定してい 

る場合） 

 ※人員等の変更により、現在取っている加算に変更がないかを確認してから提出してくださ

い。加算に変更がある場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書も一緒に提出してく

ださい。 

 

③業務管理体制に係る届出事項の変更について 

法人の種別や名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名・住所、法令遵守責任者等の変更があっ

たときには、介護保険法第１１５条の３２第３項の規定により変更届の提出が必要です。届出先

は、各事業者（法人）が運営する事業所等の所在地によって異なりますので、ご注意ください。 

  那珂市へ提出する事業者・・・地域密着型サービスのみを行う事業所で、指定事業所が那

珂市のみ所在する事業者 

     ※居宅介護支援事業所は、平成３０年度から指定権限が県から市へ移譲されましたが、 
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地域密着型サービスではないため、届出先に変更はありません。 

 

        

（５）指定更新申請書について（電子申請・届出システム） 

指定更新を迎える事業所へ市から随時提出依頼を通知します。原則、電子申請・届出システムか

らご申請ください。様式は、那珂市ホームページにも掲載しているため、添付書類もそちらから確

認、ご用意ください。 

 

 

(６)休止・廃止・再開届について（電子申請・届出システム） 

事業を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止の日の１月前までに、電子申請・届出システムか

らご申請ください。また、再開の届出は、再開後１０日以内に届け出てください。様式は、那珂市

ホームページにも掲載しています。 

 

 

（７）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について 

  介護給付費に係る体制等に関する届出書を提出するときには、体制等状況一覧表及び加算自己点

検チェックリスト、要件を満たしていることが確認できる書類を添付してください。また、加算を

満たさなくなった場合には、速やかに変更届出書を提出してください。 

 

（１）提出期限について 

ⅰ 地域密着型サービス事業所 

市へ変更適用月の前月１５日までに提出してください。 

１５日が休日の場合は、前開庁日までに提出してください。 

     ⇒  市から県へ２５日までに届出書データを提出 

     ⇒ 県から国保連合会へデータ連携 

    〔例〕４月サービス提供分から新たに加算を取りたい場合 

   ３月１５日までに市へ届出 ⇒ ３月２５日までに市から県へ提出 

 

   ⅱ 居宅介護支援事業所 

    市へ変更適用月の前月１５日までに提出してください。 

    １５日が休日の場合は、前開庁日までに提出してください。 

⇒  市から県へ２５日までに届出書データを提出 

      ⇒ 県から国保連合会へデータ連携 

     〔例〕４月サービス提供分から新たに加算を取りたい場合 

       ３月１５日までに市へ届出 ⇒ ３月２５日までに市から県へ提出 

   ※平成２９年７月から介護事業所台帳管理システムを導入し、県とのデータ連携が開始されま

した。 

    ※休日等がある場合や書類の不備により返戻された場合、県への提出期限に間に合わないこ

ともありますので、可能な限り早めに届け出てください。 


